
国
　
際
　
法

皆

｜ノ

洗

　
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
同
じ
事
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
国
際
法
は
法
学
部
に
お
い
て
広
く
教
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
際
法
教
育
が
直
接
に
結
び
つ
く
職
業
的
機
会
は
、
大
学
で
専
門
に
教
え
る
こ
と
は
別
に
し
て
、
と
り
わ
け
外
交
・
領
事
任
務

に
つ
き
、
ま
た
海
外
経
済
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
橋
大
学
に
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
の
時
代
か
ら
、
こ
れ
ら
の
職

業
を
志
向
す
る
卒
業
生
が
少
な
く
な
く
、
そ
し
て
多
く
の
人
材
が
輩
出
し
た
（
卒
業
生
で
海
外
に
勤
務
す
る
も
の
が
い
か
に
多
か
っ

た
か
は
、
た
と
え
ば
「
東
京
商
科
大
学
一
覧
（
自
大
正
十
年
至
大
正
十
一
年
）
」
に
付
さ
れ
た
卒
業
生
就
職
地
別
表
を
見
て
も
明
ら
か

で
あ
る
）
。
そ
し
て
今
日
で
も
こ
の
伝
統
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
国
際
法
教
育
は
、
と
く
に
本
学
に
お
い
て
実
際
的
重
要

性
を
も
っ
て
き
た
が
、
そ
の
講
座
を
担
当
さ
れ
て
き
た
の
は
、
き
わ
だ
っ
て
個
性
的
な
二
人
の
学
者
ー
中
村
進
午
博
士
と
そ
の
後
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

者
で
あ
る
大
平
善
梧
博
士
で
あ
っ
た
。

（
1
）
　
な
お
、
一
九
〇
三
ー
一
九
〇
八
年
安
達
峰
一
郎
博
士
が
講
師
と
し
て
国
際
法
と
外
交
史
を
講
義
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
安
達
博
士
（
一
八
六
九
ー
一
九
三
四
年
）
は
著
名
な
外
交
官
で
あ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
大
使
等
を
つ
と
め
た
後
、
一
九
三
〇
年
常
設

国
際
司
法
裁
判
所
の
判
事
と
な
り
、
翌
年
そ
の
裁
判
所
長
に
選
ば
れ
た
。
「
国
際
生
活
の
調
和
の
と
れ
た
発
展
の
た
め
に
は
東
洋
の
天
才
の
貢

佃



献
が
不
可
欠
で
あ
る
」
（
・
A
・
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
）
と
い
わ
し
め
た
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た
。
「
安
達
峰
一
郎
」
・
国
際
法
辞
典
　
六
頁
、
牧
田

幸
人
「
P
C
I
J
創
設
期
に
お
け
る
安
達
峰
一
郎
博
士
の
役
割
」
日
本
法
学
四
四
巻
三
号
、
o
力
o
匹
昌
9
0
5
呂
一
ロ
念
。
宮
昂
》
臼
①
各
一
6
0
巳
8
曽
ぺ

o
S
日
の
ヒ
o
民
け
亡
」
》
H
い
（
一
〇
ざ
）

鰯

学法

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
中
村
進
午
博
士
（
一
八
七
〇
i
一
九
三
九
年
）
は
、
一
九
〇
〇
年
東
京
高
等
商
業
学
校
の
講
師
、
一
九
〇
二
年
兼
任
教
授
と
な

り
、
一
時
期
職
を
解
か
れ
た
が
、
一
九
〇
六
年
教
授
と
し
て
復
帰
し
、
大
学
昇
格
と
と
も
に
一
九
二
〇
年
か
ら
東
京
商
科
大
学
教
授

と
な
り
、
一
九
三
〇
年
に
停
年
退
官
さ
れ
た
。
な
お
、
一
九
二
四
年
か
ら
附
属
高
等
専
門
部
教
授
を
兼
任
さ
れ
た
。

　
中
村
博
士
は
、
一
八
九
四
年
東
京
帝
国
大
学
独
法
科
を
卒
業
し
、
大
学
院
で
国
法
学
を
学
ん
だ
が
、
卒
業
前
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
号
事
件

（
］

ｪ
九
二
年
）
に
お
い
て
、
わ
が
国
が
横
浜
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
裁
判
所
で
敗
訴
と
な
る
に
及
び
、
心
機
一
転
し
て
国
際
法
の
研
究

を
志
す
こ
と
に
な
っ
た
。
近
衛
篤
麿
公
の
知
遇
を
受
け
て
一
八
九
五
年
学
習
院
教
授
と
な
り
、
三
ケ
年
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
に
留
学

し
て
国
際
法
と
外
交
史
を
研
究
し
、
と
く
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
大
学
で
は
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
演
習
に
参
加
し
て
、
そ
の
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
日
本
の
領
事
裁
判
制
度
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
究
し
た
。

　
中
村
博
士
の
名
を
後
に
留
め
た
の
が
い
わ
ゆ
る
七
博
士
事
件
で
あ
る
。
博
士
は
、
近
衛
公
の
対
露
独
硬
論
に
共
鳴
し
て
、
こ
の
事

件
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
。
三
回
に
わ
た
る
博
士
の
関
与
の
う
ち
最
後
の
も
の
が
一
九
〇
五
年
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
批
准

拒
絶
請
願
書
の
捧
呈
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
其
条
項
一
ト
シ
テ
開
戦
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ナ
ク
」
、
「
夫
レ
条
約
ノ
批

准
力
、
法
律
ノ
裁
可
ト
均
シ
ク
許
否
ノ
自
由
ヲ
存
ス
ル
ハ
、
之
ヲ
国
際
ノ
法
理
二
照
シ
テ
明
ナ
リ
」
と
し
る
さ
れ
た
と
い
う
。
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
こ
の
請
願
書
捧
呈
の
後
学
習
院
教
授
お
よ
び
東
京
高
等
学
校
教
授
を
免
ぜ
ら
れ
た
が
、
一
九
〇
六
年
再
び
講
壇
に
復
帰
し
た
。



法際
国

　
中
村
博
士
が
明
治
中
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
法
研
究
に
果
さ
れ
た
役
割
は
大
き
い
。
そ
の
学
問
的
立
場

は
、
大
陸
系
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
実
証
的
学
説
を
吸
収
し
て
構
築
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
数
あ
る
著
作
の
う
ち
か
ら
若
干
の
も

の
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
は
、
国
際
法
上
の
先
例
の
く
わ
し
い
検
討
や
条
約
の
実
証
的
比
較
研
究
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
構
和
類

例
」
（
一
八
九
五
年
）
は
、
日
清
戦
争
の
終
結
を
前
に
し
て
、
一
九
世
紀
の
主
な
戦
争
に
つ
き
、
構
和
の
先
例
を
研
究
し
た
も
の
で

あ
り
、
「
新
条
約
論
」
（
一
八
九
七
年
）
は
、
条
約
改
正
後
新
条
約
の
実
施
に
そ
な
え
て
、
わ
が
国
が
主
要
国
と
締
結
し
た
通
商
航
海

条
約
の
比
較
研
究
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
新
条
約
改
正
の
沿
革
、
新
条
約
締
結
に
関
す
る
一
般
原
理
、
関
税
、

国
民
の
地
位
、
海
上
航
海
、
置
領
事
、
居
留
地
の
廃
止
、
領
事
裁
判
の
撤
去
、
最
恵
国
条
款
の
各
項
目
に
関
連
し
て
上
記
の
趣
旨
の

詳
細
な
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
は
、
国
際
法
の
体
系
的
叙
述
で
あ
る
。
「
国
際
公
法
論
」
（
一
九
一
六
年
）
の
大
著
が
あ
り
、
い
っ
そ
う
ハ
ン
デ
ィ
な
「
国
際

公
法
論
綱
」
（
一
九
二
二
年
）
が
あ
る
。
「
国
際
公
法
論
」
は
、
学
理
上
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
便
宜
上
の
考
慮
か
ら
平
時
と
戦
時
に

二
分
し
、
平
時
国
際
公
法
は
、
国
際
公
法
の
性
質
及
び
意
義
、
国
際
公
法
の
字
義
、
国
際
法
学
の
系
統
、
国
際
公
法
の
淵
源
、
国
際

公
法
と
他
の
諸
科
学
と
の
関
係
、
国
際
公
法
学
の
歴
史
、
国
際
公
法
上
の
権
利
義
務
の
主
体
、
国
家
の
種
類
、
国
家
の
成
立
及
び
滅

亡
、
国
家
の
承
認
、
国
家
の
義
務
、
国
家
の
権
利
、
国
際
公
法
上
の
機
関
、
国
家
の
権
利
義
務
の
承
継
、
国
家
代
表
機
関
、
条
約
、

国
際
争
議
調
和
の
方
法
に
章
別
さ
れ
、
そ
れ
に
戦
時
国
際
公
法
の
講
述
ま
た
付
録
と
し
て
わ
が
国
が
締
結
し
た
条
約
を
含
む
重
要
な

国
際
条
約
も
集
録
さ
れ
、
全
巻
一
〇
〇
五
頁
の
大
著
と
な
っ
て
い
る
。
博
士
は
、
そ
の
な
か
で
「
国
際
公
法
ト
ハ
世
界
ノ
需
用
二
対

ス
ル
生
存
条
件
ヲ
確
ム
ル
法
律
的
形
式
ナ
リ
」
と
さ
れ
（
二
頁
）
他
方
「
法
律
ハ
利
害
共
通
ヲ
観
ス
ル
ニ
因
リ
テ
発
生
シ
信
用
及
誠

卿



学法

実
ヲ
以
テ
行
ハ
ル
而
シ
テ
此
両
老
ハ
互
二
相
関
聯
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
信
用
ト
誠
実
ト
ニ
保
讃
ヲ
興
フ
ル
モ
ノ
ハ
利
害
ノ
共
通
ナ
リ
利

害
の
共
通
ハ
実
二
国
際
公
法
ヲ
完
全
二
維
持
ス
ル
カ
ナ
リ
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
七
頁
）
。

　
第
三
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
ル
テ
ン
ス
「
国
際
法
」
（
上
・
下
、
一
九
〇
八
年
）
の
訳
業
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
マ

ル
テ
ン
ス
は
、
人
も
知
る
国
際
法
学
の
「
英
雄
」
時
代
を
飾
る
最
後
の
国
際
法
学
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
著
は
、
同
時
代
ま
た
そ
の
後

長
く
国
際
法
の
最
上
の
体
系
的
解
明
で
あ
り
、
間
違
い
な
く
国
際
法
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
（
2
已
ω
ω
ぴ
①
ロ
日
》

0
8
0
富
o
出
」
・
。
9
蔓
o
冷
書
o
↑
①
妻
o
袖
2
①
江
o
ロ
゜
・
“
忘
恕
、
∨
声
。
。
《
）
。
三
年
の
年
月
を
費
し
た
と
い
わ
れ
る
一
四
〇
〇
頁
余
の
こ
の
訳

業
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
学
説
の
摂
取
に
お
い
て
、
立
作
太
郎
博
士
「
ホ
ー
ル
氏
国
際
公
法
」
（
一
八
九
九
年
）

と
比
肩
す
る
価
値
を
も
つ
と
さ
れ
た
。

　
博
士
は
、
「
論
綱
」
の
序
に
お
い
て
、
「
国
際
法
生
レ
テ
弦
二
幾
百
年
、
世
界
戦
争
終
局
ヲ
告
ケ
テ
三
星
霜
ヲ
経
過
シ
タ
ル
今
日
二

於
テ
混
沌
タ
ル
モ
ノ
尚
此
ノ
如
シ
而
シ
テ
此
ノ
混
沌
タ
ル
所
却
ツ
テ
研
窮
者
ノ
以
テ
興
味
ヲ
深
ク
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
鈍
漢
、
著
者
ノ

如
ク
ニ
シ
テ
没
頭
三
十
年
帝
二
倦
怠
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
」
云
々
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
国
際
法
の
何
た
る
や
を
追
っ
て
三
十

年
い
ま
な
お
低
迷
を
つ
づ
け
る
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
言
葉
ほ
ど
勇
気
づ
け
ら
れ
、
励
ま
し
と
な
る
も
の
は
な
い
。

8
8

7

（
2
）
　
大
平
善
梧
「
名
誉
教
授
中
村
進
午
博
士
逝
く
」
一
橋
論
叢
四
巻
六
号
、
「
中
村
進
午
」
・
国
際
法
辞
典
五
〇
八
頁
。

（
3
）
　
一
又
正
雄
「
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
」
九
六
頁
以
下
。

　
＊
　
中
村
博
士
の
講
義
は
実
に
面
白
か
っ
た
と
い
う
。
博
士
に
は
、
こ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
軽
妙
洒
脱
な
小
話
集
が
あ
る
。
「
蛙
の

は
ら
わ
た
」
（
一
九
＝
二
年
）
、
「
天
に
口
な
し
」
（
一
九
三
一
年
）
が
そ
れ
で
、
ど
の
頁
を
め
く
っ
て
も
読
む
人
の
一
笑
を
さ
そ
わ
ず
に
い
な

い
。
そ
の
一
つ
を
披
露
し
よ
う
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
前
は
い
つ
も
講
義
の
聴
取
れ
ぬ
ほ
ど
躁
々
し
い
兵
隊
の
行
進
に
な
や
ま
さ
れ
て
い
た
。

「
明
治
三
十
年
の
五
月
頃
ヒ
ュ
プ
ラ
ー
の
国
際
法
の
講
義
の
時
に
例
の
如
く
ド
ン
ド
ン
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー
や
っ
て
来
た
先
生
疾
呼
し
て
曰
く
、
帝



法際
国

　
　
国
軍
隊
の
国
際
法
を
妨
ぐ
る
こ
と
何
ぞ
此
の
如
く
甚
し
き
や
と
学
生
大
い
に
喝
采
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
大
平
善
梧
博
士
（
一
九
〇
五
年
～
）
は
、
一
九
二
九
年
東
京
商
科
大
学
を
卒
業
、
一
九
三
一
年
同
大
学
助
手
に
就
任
し
、
助
教
授
、

教
授
を
経
て
、
一
九
四
九
年
名
称
変
更
に
伴
い
一
橋
大
学
法
学
部
教
授
と
な
り
、
一
九
六
九
年
に
定
年
退
官
さ
れ
て
名
誉
教
授
と
な

っ
た
。
そ
の
後
青
山
学
院
大
学
法
学
部
教
授
、
さ
ら
に
青
山
学
院
大
学
長
に
選
出
さ
れ
、
一
九
七
四
年
亜
細
亜
大
学
法
学
部
教
授
に

任
ぜ
ら
れ
た
。

　
大
平
博
士
は
、
多
く
の
著
書
お
よ
び
論
文
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
国
際
法
学
の
発
展
の
た
め
に
多
大
の
寄
与
を
す
る
と
と
も
に
、
時

に
臨
ん
で
中
正
妥
当
な
外
交
時
論
を
展
開
し
、
も
っ
て
健
全
な
世
論
の
喚
起
に
努
め
ら
れ
た
。
国
際
法
学
者
と
し
て
の
大
平
博
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

学
風
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
別
の
機
会
に
一
文
を
し
た
た
め
た
の
で
、
こ
こ
で
は
再
度
そ
の
要
点
を
略
言
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
大
平
博
士
の
国
際
法
学
説
の
特
徴
は
と
い
え
ぽ
、
先
生
一
流
の
即
物
性
と
い
っ
た
も
の
ー
現
実
を
直
視
し
て
、
そ
の
核
心
に
せ
ま

ら
れ
る
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
概
念
の
精
緻
さ
を
求
め
て
、
現
実
か
ら
流
離
す
る
こ
と
を
斥
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、

博
士
に
よ
れ
ぽ
、
国
際
法
は
世
界
国
家
の
法
で
は
な
く
、
複
数
国
家
制
度
を
基
調
と
す
る
国
際
社
会
で
通
用
し
て
い
る
法
で
あ
り
、

こ
の
現
実
基
盤
を
ふ
ま
え
て
無
限
定
な
国
際
法
優
位
説
の
観
念
性
を
批
判
さ
れ
た
（
「
国
際
法
優
位
説
の
限
界
」
比
較
法
雑
誌
二
巻

二
・
三
・
四
合
併
号
）
。
ま
た
法
論
理
の
貫
徹
が
実
際
的
考
慮
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
必
要
性
を
説
き
、
わ
が
憲
法
上
憲
法
優
位
説

を
採
用
し
な
が
ら
、
国
際
関
係
を
顧
慮
し
て
条
約
の
司
法
憲
査
に
裁
判
所
の
自
制
を
求
め
（
「
砂
川
判
決
と
条
約
審
査
権
」
集
団
安

全
保
障
と
日
本
外
交
・
所
収
）
、
他
方
、
国
際
法
関
係
の
分
析
に
お
い
て
健
全
な
シ
ニ
シ
ズ
ム
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実

を
ゆ
が
め
る
ま
ぎ
わ
で
停
止
す
べ
く
、
日
韓
条
約
の
中
に
軍
事
条
項
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
の
に
こ
れ
を
軍
事
同
盟
で
あ
る
と
す
る

佃
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の
は
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
（
「
日
韓
修
交
の
大
道
」
ア
ジ
ア
と
日
韓
関
係
・
所
収
）
。
さ
ら
に
、
す
り
き
れ
た
既
成
概
念
に

固
執
す
べ
き
で
は
な
く
、
対
抗
的
契
機
を
含
む
地
域
安
全
保
障
は
、
集
団
安
全
保
障
で
も
、
伝
統
的
軍
事
同
盟
で
も
な
く
、
そ
の
実

体
に
即
し
て
「
集
団
防
衛
方
式
」
と
い
う
新
し
い
皮
袋
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
（
「
集
団
安
全
保
障
の
本
質
」
日
本

安
全
保
障
と
国
際
法
・
所
収
）
。

　
大
平
博
士
は
、
国
際
法
が
外
交
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
し
、
国
際
法
は
、
外
交
的
主
張
を
な
す
法
的
根
拠
を
と

と
の
え
る
意
味
に
お
い
て
役
立
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
外
交
政
策
の
態
度
決
定
そ
の
も
の
ま
で
支
配
す
る
力
を
有
し
な
い
と

し
、
一
国
の
外
交
政
策
の
決
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
の
国
家
的
利
益
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
（
「
国
際
法
の
魔

術
」
時
の
法
令
二
八
一
号
、
「
政
策
決
定
と
国
際
法
」
日
本
の
安
全
保
障
と
国
際
法
・
所
収
）
。
こ
れ
は
、
外
交
問
題
に
対
す
る
法
の

過
剰
介
入
を
戒
め
た
も
の
と
思
う
。
権
宜
の
た
め
に
は
国
際
法
の
要
請
な
ど
墳
末
な
事
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
。
実
際
、
博
士
は
中
国
承
認
問
題
に
関
し
て
、
「
二
つ
の
中
国
」
の
現
在
す
る
状
態
に
か
ん
が
み
て
、
い
か
に
摩
擦
を
少
な
く
し

て
中
共
の
承
認
を
行
な
う
か
と
い
う
形
で
問
題
を
提
示
し
、
長
期
問
題
と
し
て
中
共
承
認
の
線
を
打
ち
だ
し
な
が
ら
、
同
時
に
短
期

問
題
と
し
て
現
実
案
件
の
処
理
を
図
る
と
い
う
方
向
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
（
「
『
二
つ
の
中
国
』
は
神
話
で
は
な
い
」
ア
ジ
ア
外

交
と
日
韓
関
係
・
所
収
）
、
こ
れ
は
国
家
で
な
く
、
政
府
の
承
認
問
題
で
あ
る
と
い
う
国
際
法
上
の
大
筋
を
ふ
ま
え
た
法
政
策
論
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
法
的
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ニ
ズ
ム
を
排
し
、
社
会
現
象
の
現
実
を
直
視
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
他
面
、
法
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る

社
会
現
象
に
内
在
す
る
意
味
を
く
み
と
る
必
要
性
を
力
説
さ
れ
た
。
博
士
は
、
二
〇
世
紀
の
学
問
と
し
て
の
「
国
際
関
係
論
」
の
輪

郭
を
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
無
意
味
な
事
実
の
発
見
に
終
始
し
て
、
と
く
に
事
物
の
意
味
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る

珊
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が
、
事
実
に
即
し
つ
つ
、
し
か
も
事
実
を
越
え
て
は
じ
め
て
実
証
主
義
の
不
毛
を
克
服
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
若
い
学
問
で
あ
る
国

際
関
係
論
が
い
ち
じ
る
し
く
目
的
的
．
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
誇
っ
て
よ
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
「
ケ

ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
と
国
際
法
」
法
学
研
究
2
）
。

　
こ
う
し
て
大
平
博
士
は
、
単
な
る
実
証
主
義
で
は
な
く
、
近
代
国
際
的
思
想
の
始
点
に
立
ち
か
え
る
な
か
で
、
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ

ー
チ
ュ
ス
の
学
説
の
う
ち
に
国
際
法
思
索
の
不
朽
の
規
範
を
求
め
ら
れ
た
（
「
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
と
そ
の
自
然
法
」
一
橋
論
叢
四
七
巻

四
号
）
。
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。

　
　
「
寛
容
と
中
庸
を
説
く
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
の
国
際
法
論
は
、
結
局
彼
の
死
後
三
年
余
に
し
て
、
宗
教
に
か
か
わ
り
な
く
欧
州
の
主
権
者
を
共
存
せ

　
　
し
め
一
般
的
で
恒
久
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
平
和
と
真
正
で
誠
実
の
友
誼
関
係
を
回
復
す
る
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
成
立
（
一
六
四
八
・

　
　
一
一
・
二
四
）
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
新
旧
両
陣
営
間
の
三
十
九
年
の
持
久
戦
は
、
宗
教
的
信
条
に
か
か
わ
り
な
く
、
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス

　
　
的
な
複
数
国
家
の
法
的
体
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
と
秩
序
を
確
立
し
え
た
。
彼
の
統
治
的
正
義
に
基
づ
く
愛
の
法
に
よ
っ
て
最

　
　
大
限
の
世
界
秩
序
を
樹
立
し
え
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
報
償
的
正
義
甘
ω
葺
壁
o
×
巳
Φ
日
x
に
A
口
す
る
最
低
限
度
の
自
然
的
秩
序
の

　
　
設
定
は
現
代
に
お
い
て
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
が
反
対
教
会
に
た
い
し
て
何
ら
の
偏
見
を
示
す
こ
と
な
く
、
ま
た

　
　
異
教
徒
に
も
約
束
の
成
立
を
説
い
た
寛
容
と
自
由
の
信
念
に
は
今
さ
ら
に
感
動
を
覚
え
る
も
の
が
あ
る
。
彼
の
理
論
の
訴
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教

　
　
的
良
心
へ
の
訴
え
で
あ
っ
た
が
、
も
し
そ
れ
が
、
功
を
奏
さ
せ
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
最
低
限
度
と
し
て
是
非
得
失
を
弁
え
る
共
通
知
覚

　
　
留
ロ
む
・
口
ω
8
B
目
口
巳
ω
に
向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
最
後
の
訴
え
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
博
士
は
、
国
際
秩
序
の
指
導
的
原
則
と
し
て
「
寛
容
の
原
則
」
の
重
要
性
に
注
意
を
喚
起
し
、
信
条
の
相
違
を
寛
容
の
精
神
で
包

容
し
て
、
相
互
に
不
干
渉
・
不
侵
略
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
が
軍
縮
を
軌
道
に
乗
せ
る
前
提
条
件
で
あ
る
と
説
き
（
「
軍
備
縮
小

と
安
全
保
障
」
日
本
の
安
全
保
障
と
国
際
法
・
所
収
）
、
国
際
法
が
平
戦
時
を
と
わ
ず
、
国
の
主
権
行
動
を
律
す
る
法
で
あ
る
か
ぎ

佃



学法

り
、
権
力
闘
争
の
現
実
に
立
ち
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
機
能
を
残
存
せ
し
め
る
よ
う
最
善
の
人
智
を
し
ぼ
り
だ
す
必
要
性
を
訴
え
た
の

も
（
「
米
外
交
と
国
際
法
」
国
際
問
題
一
八
号
）
、
生
け
る
国
際
法
の
実
相
に
た
い
す
る
深
い
認
識
に
基
づ
く
立
言
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
よ
う
。

　
大
平
博
士
の
国
際
法
研
究
の
領
域
は
は
な
は
だ
多
岐
に
わ
た
る
。
一
九
三
九
年
か
ら
七
回
に
及
ぶ
満
州
お
よ
び
中
国
へ
の
出
張
の

さ
い
に
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
支
那
航
行
権
問
題
」
（
一
九
四
三
年
）
を
中
心
と
す
る
一
連
の
実
証
的
研
究
が
あ

り
、
ま
た
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
の
学
説
解
釈
に
お
い
て
独
自
の
見
解
を
ひ
れ
き
し
た
論
文
が
あ
る
（
「
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
と
自
然
法
」
前
掲
、

「
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
の
O
o
言
8
ロ
Φ
≡
①
6
㊥
①
9
ω
に
対
す
る
一
考
察
」
久
保
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
・
所
収
、
「
グ
ロ
ー
チ
ュ
ス
の

O
Φ
＜
雲
＃
昌
o
男
o
＝
σ
q
合
巳
ω
O
庁
民
ω
江
o
口
ρ
と
日
本
」
英
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
・
所
収
）
。
ま
た
博
士
が
早
く
か
ら
興
味
を
も
ち
研

究
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
、
わ
が
国
の
国
際
法
継
受
問
題
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
自
然
法
的
国
際
法
の
継
受
を
容
易
な
ら
し
め
た
精

神
的
母
体
と
し
て
と
く
に
蘭
学
と
朱
子
学
派
の
思
想
に
注
意
を
促
さ
れ
た
（
「
国
際
法
学
の
移
入
と
性
法
論
」
一
橋
論
叢
二
巻
四
号
、

「
国
際
法
の
継
受
」
拓
植
大
学
論
集
七
巻
一
号
、
「
日
本
の
開
国
と
国
際
法
」
現
代
法
学
の
諸
問
題
・
所
収
）
。

　
一
般
国
際
法
の
領
域
で
は
、
国
家
お
よ
び
政
府
の
承
認
、
国
家
相
続
、
大
陸
棚
、
軍
艦
お
よ
び
公
船
の
地
位
に
関
す
る
諸
論
文
が

あ
り
（
「
国
家
及
政
府
の
承
認
を
論
ず
」
国
際
知
識
及
評
論
・
昭
二
二
年
五
月
号
、
「
国
家
相
続
の
研
究
」
法
学
研
究
三
号
、
「
大
陸

棚
の
法
理
」
比
較
法
雑
誌
二
巻
一
号
、
「
軍
艦
乗
組
員
の
外
国
領
土
に
お
け
る
地
位
」
国
際
法
外
交
雑
誌
五
三
巻
三
号
）
、
そ
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
関
係
国
際
法
規
の
解
明
上
、
す
ぐ
れ
た
見
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
今
な
お
独
自
の
煙
き
を
失
わ
な
い
。

　
ま
た
博
士
は
、
国
際
経
済
法
や
国
際
人
権
法
の
よ
う
な
新
し
い
分
野
に
お
い
て
パ
イ
オ
ニ
ア
的
論
文
を
書
く
一
方
（
「
国
際
連
合

と
世
界
経
済
ー
世
界
経
済
法
の
生
誕
」
一
橋
論
叢
一
八
巻
一
号
、
「
1
・
M
・
C
・
0
へ
の
路
ー
海
洋
自
由
論
と
世
界
経
済
」
一
橋

蹴
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論
叢
二
四
巻
四
号
、
「
国
際
人
権
宣
言
」
国
際
法
外
交
雑
誌
四
八
巻
一
・
二
号
）
、
そ
の
得
意
と
し
た
戦
時
国
際
法
の
領
域
に
お
い
て

も
、
注
目
す
べ
き
貴
重
な
諸
論
文
を
も
の
さ
れ
た
（
「
太
平
洋
戦
争
と
開
戦
法
理
」
太
平
洋
戦
争
原
因
論
・
所
収
、
「
ド
ミ
ニ
オ
ン
と

中
立
」
法
学
新
報
五
九
巻
九
号
、
「
法
人
の
敵
性
」
国
際
法
外
交
雑
誌
四
〇
巻
四
号
）
。
さ
ら
に
、
博
士
が
そ
の
多
く
の
論
文
や
時
論

に
よ
り
わ
が
国
の
安
全
保
障
問
題
に
関
し
健
全
な
世
論
形
式
者
と
し
て
活
発
な
役
割
を
果
さ
れ
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
か
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
（
「
安
保
条
約
に
た
い
す
る
我
々
の
立
場
」
集
団
安
全
保
障
と
日
本
外
交
・
所
収
）
。
各
種
安
全
保
障
体
制
の
機
能
的
分

類
、
ま
た
集
団
的
自
衛
権
の
法
理
に
関
し
て
も
注
目
す
べ
き
論
述
が
あ
る
（
「
安
全
保
障
の
法
形
態
」
安
全
保
障
体
制
論
・
所
収
、

「
国
際
連
合
と
地
域
協
定
」
国
際
法
外
交
雑
誌
四
八
巻
五
号
、
「
集
団
的
自
衛
の
法
理
」
安
全
保
障
体
制
の
研
究
（
上
）
・
所
収
）
。

　
大
平
博
士
は
、
最
近
の
著
「
国
際
法
講
義
」
三
九
八
〇
年
）
に
お
い
て
、
「
国
際
法
は
、
地
球
上
の
複
数
国
家
の
体
制
を
規
律
す

る
世
界
秩
序
の
一
環
で
あ
る
」
と
し
、
「
国
際
法
と
国
内
法
と
に
独
自
の
存
在
を
与
え
つ
つ
、
同
時
に
こ
れ
を
包
容
し
こ
れ
を
越
え

る
世
界
法
秩
序
司
色
☆
Φ
⇔
庁
言
o
a
o
已
ロ
o
q
を
肯
定
」
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
来
る
べ
き
秩
序
で
あ
る
が
、
「
こ
の
世
界
法
理
念
が

国
際
法
と
国
内
法
と
を
成
立
せ
し
め
、
次
第
に
世
界
の
秩
序
化
を
実
現
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
（
二
、
一
八
頁
）
。

多
元
的
国
際
秩
序
の
基
礎
を
一
つ
の
人
類
法
社
会
の
内
在
的
価
値
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
い
な
る
構
想
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

（
4
）
　
拙
稿
「
大
平
善
梧
先
生
ー
人
と
学
説
」
　
一
橋
論
叢
六
三
巻
二
号
。

　
＊
　
博
士
は
、
き
び
し
い
時
代
と
ご
自
分
の
生
き
た
姿
勢
を
述
懐
し
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ー
「
戦
時
中
に
も
内
外
の
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ゆ

を
見
て
軍
部
に
お
も
ね
な
か
っ
た
し
、
戦
後
も
無
条
件
降
伏
の
法
律
を
押
し
つ
け
る
占
領
軍
へ
一
貫
し
て
阿
訣
も
追
従
も
行
わ
な
か
っ
た
」

と
。
自
由
（
昭
和
五
五
年
）
四
月
号
。

加



　
＊
＊
　
昨
年
（
一
九
七
九
年
）
七
月
＝
二
日
、
筆
者
は
大
平
先
生
に
お
伴
し
て
雑
司
ガ
谷
霊
園
に
眠
る
中
村
博
士
の
お
墓
に
も
う
で
た
。
そ

の
帰
途
、
し
み
じ
み
と
中
村
博
士
の
明
治
人
と
し
て
の
風
格
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
が
、
人
も
知
る
よ
う
に
、
大
平
先
生
も
甚
だ
個
性
的
な
風

格
を
深
く
印
象
づ
け
る
よ
う
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
教
育
・
指
導
を
展
開
さ
れ
た
。
「
ア
ジ
ア
を
忘
れ
る
な
、
世
界
を
見
よ
、
職
分
を
つ
く
せ
、

そ
し
て
腕
を
み
が
け
」
（
「
法
学
研
究
の
た
め
の
一
指
針
」
一
橋
論
叢
三
七
巻
四
号
）
と
い
う
言
葉
の
中
に
も
、
先
生
の
教
育
者
と
し
て
の
気
塊

の
ほ
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

別

学法


